
訪問看護（予防）重要事項説明書 

＜令和 7 年 1 月 1 日現在＞ 

１ 事業所の概要 

（１） 提供できるサービスの地域と種類 

事業所名 光山医院山口 

所在地 山口県山口市矢原町 7 番 18 号 

管理者の氏名 北嶋 繁孝 

電話番号 ０８３－９３３－１２００ 

ＦＡＸ番号 ０８３－９３３－１２０１ 

サービス（介護保険指定番号） サービスを提供する地域 

・ 訪問看護 

（ 3510313020 号 ） 
山口市 

（２） 事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 計 業務内容 

管理者 医師 １名  １名 事業所の従事者の管理及び業務の管理を行う 

訪問看護 
看護師 １名  １名 

利用者への訪問看護サービスの提供を行う 
准看護師 ０名   

（３） サービス提供の時間帯  

営業日 営業時間帯 

月曜日 ～ 金曜日 ９：００ ～ １８：００ 

営業しない日 土曜日・日曜日・祝日・（８月１４日～８月１６日／１２月２９日～１月３日） 

 

２ 事業の目的と運営方針等 

（１） 事業の目的 

 要介護状態または要支援状態にある高齢者等に対して適正な指定訪問看護を提供する。 

（２） 運営方針 

 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、利用者の心身の機能維持回復を図るように努める。 

（３） サービスの特徴   

事  項 内  容 

サービス従業員の変更 変更を希望される方はお申し出ください。 

従業員研修の有無 年 1 回、研修会を実施しております。 

 

 



３ サービスの内容 

訪問看護サ－ビス計画書にて提示します。 

 

４ 利用料金 

 利用料介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として指定居宅サービス介護給

付費または指定介護予防サービス給付費の単位数（１単位 １０円）の１割です。ただし、介護保

険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。  

 

 

 

１０％減算 

① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（養護老人ホーム、

経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス月高齢者向け住宅に限る）に居住

する者 

② 上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者 

（当該建物に居住する利用者の人数が 1 ヶ月あたり 20 人以上の場合） 

※令和 1 年度介護報酬改定に伴い利用単位が変更 

（１）  利用者負担金のお支払い方法 

事業者は、当月の利用者負担金の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用者に請求し、

利用者は、翌月末日までにいずれかの方法により支払います。 

 

     □ 自動口座引き落し 

     □ 現金払い 

     □ 金融機関振込 ＊ 手数料は、利用者の負担となります。 

 

西京銀行 防府支店 

 

普通口座 

口座名義人 医療法人光恵会  

理事長 光山哲生 

口座番号 2104897 

 利用者が希望する場合には、日々発生する料金を当日に現金で支払うことができます。 

内 容 単位数 

訪問看護Ⅱ１  20 分未満  264 単位 

訪問看護Ⅱ２ 30 分未満  399 単位 

訪問看護Ⅱ３ 30 分以上 1 時間未満  571 単位 

訪問看護Ⅱ４ 1 時間以上 1 時間 30 分未満  839 単位 

複数名訪問加算 
２人以上の訪問 30 分未満  254 単位 

２人以上の訪問 30 分以上  402 単位 

初回加算 初回利用時 300 単位 



（２） 領収書の発行 

事業者は、利用者から利用者負担金の支払を受けたときは、領収書を発行します。 

 

５ サービス利用にあたっての留意事項 

従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持します、退職者等が、正当な理由なく

業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさぬよう、必要な措置を講じております。  

 

６ 緊急時及び事故発生時の対応方法 

 サービス提供中に容態の変化等や事故があった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急

隊、ご家族、居宅介護支援事業者、市町村などへ連絡をします。 

 

７ 相談窓口、苦情対応 

 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所 

ご利用相談室 

窓口担当者  

看護師    

ご利用時間 午前 9 時 00 分 ～ 午後 18 時 

電話   ０８３－９３３－１２００ 

 公的機関においても、次の機関において苦情の申し出ができます。 

市役所介護保険課 電話     ０８３－９３４－２７９５ 

山口県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

窓口     介護保険課苦情相談係 

電話     ０８３－９９５－１０１０ 

 

８ 損害賠償責任保険 

保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 

保険内容 介護事業者向け賠償責任保険 

 

９ 事業者の概要 

名称・法人種別 医療法人 光恵会 

代表者名 理事長 光山哲生 

所在地・連絡先 所在地 防府市今市町 21 番 15 号 

電話   ０８３５－２２－１３６１ 

ＦＡＸ   ０８３５－２２－１７７８ 

 

 

 

 

 



令和   年   月    日 

 

訪問看護サ－ビスの開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項

を説明しました。 

 

＜支援事業者＞  

      所在地          山口県山口市矢原町 7 番 18 号             

 

     支援事業者名    医療法人光恵会 光山医院山口          

 

      代表者名              理事長  光山 哲生           印  

 

＜説明者＞  

     所属          医療法人光恵会 光山医院山口          

 

      氏名                                                印  

 

 私は、契約書及び本書面により、事業所から訪問看護サ－ビスについて重要事項の説明を受

けました。 

＜利用者＞ 

 

      住所                                                   

 

      氏名                                                印  

 

＜利用者代理人（選任した場合）＞ 

 

      住所                                                   

 

      氏名                                                印  


